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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排水処理装置の水処理槽内に配置される架台であって、
　散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材を、水平方向の位置が互いに異なる
複数の位置で支持するための部材支持部と、
　前記部材支持部から下方側に向かって突出して水処理槽内の底面上で前記部材支持部を
支持するための１個以上の脚部と、
　を備え、
　前記１個以上の脚部のそれぞれは、互いに連通する複数の開口を有し、
　前記脚部は、
　　前記部材支持部から下方側に向かって延びるとともに、互いに離れた位置に配置され
ている複数の柱部と、
　　前記互いに離れた位置に配置されている複数の柱部のそれぞれの下方側の端に接続さ
れるとともに前記脚部の下面を形成する環状の下部と、
　を含む、
　架台。
【請求項２】
　請求項１に記載の架台であって、
　前記部材支持部と前記１個以上の脚部とは、一体に成形されている、架台。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の架台であって、
　前記１個以上の脚部のそれぞれは、水平断面の輪郭の最大径が下方側に向かって小さく
なるテーパ形状である、架台。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の架台であって、
　前記水処理槽の前記底面は、水平面に対して傾斜する傾斜部分を含み、
　前記水処理槽内に前記架台が配置された状態において、前記１個以上の脚部のうちの特
定の脚部は、前記底面の前記傾斜部分上に配置され、
　前記特定の脚部の下面は、前記底面の前記傾斜部分に合わせて傾斜している、
　架台。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の架台であって、
　前記部材支持部は、複数の貫通孔を形成する孔形成部を含む、架台。
【請求項６】
　請求項５に記載の架台であって、
　前記脚部は、前記部材支持部の前記孔形成部の１つの貫通孔を形成する環状の部分に、
接続されている、架台。
【請求項７】
　排水処理装置であって、
　第１水処理槽を含む１個以上の水処理槽と、
　前記第１水処理槽内に配置された、散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材
と、
　前記第１水処理槽内に配置され、前記対象部材を支持する、請求項１から６のいずれか
１項に記載の架台と、
　流路と第２水処理槽とのいずれかの側壁の少なくとも一部を形成する壁部と、
　を備え、
　前記架台の前記部材支持部は、上方から下方を向いて見た場合に前記部材支持部の縁が
前記部材支持部の内周側に向かって凹んだ部分を形成する凹部を有し、
　前記壁部は、
　　前記部材支持部の前記凹部の前記縁に沿って配置され、前記流路と前記第２水処理槽
とのいずれかの前記側壁の少なくとも一部を形成する壁形成部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の上側に配置され、前記凹部が上側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の上側への移動を抑制する上抑え部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の下側に配置され、前記凹部が下側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の下側への移動を抑制する下抑え部と、
　を有する、
　排水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、排水処理装置の水処理槽内で散気装置や濾材などの部材を支持する架台に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、排水処理装置の水処理槽内には、種々の部材が配置されている。例えば、生
物濾過槽の中に中空濾材と散気装置とを配置し、散気装置からの散気により、中空濾材に
付着した好気性微生物の活動を促進する技術が開示されている。開示された技術では、中
空濾材の浮上と沈降とを防止するために、生物濾過槽の上方部と下方部とに多孔部材を配
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設し、これらの多孔部材の間に散気装置と中空濾材とが配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３５４８８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、中空濾材などの部材を支持する多孔部材などの架台を水処理槽内に配置する
点に関しては、十分な工夫がなされていないのが実情であった。
【０００５】
　本開示は、架台を用いる新たな水処理技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、例えば、以下の態様または適用例を開示する。
［態様］
　排水処理装置の水処理槽内に配置される架台であって、
　散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材を、水平方向の位置が互いに異なる
複数の位置で支持するための部材支持部と、
　前記部材支持部から下方側に向かって突出して水処理槽内の底面上で前記部材支持部を
支持するための１個以上の脚部と、
　を備え、
　前記１個以上の脚部のそれぞれは、互いに連通する複数の開口を有し、
　前記脚部は、
　　前記部材支持部から下方側に向かって延びるとともに、互いに離れた位置に配置され
ている複数の柱部と、
　　前記互いに離れた位置に配置されている複数の柱部のそれぞれの下方側の端に接続さ
れるとともに前記脚部の下面を形成する環状の下部と、
　を含む、
　架台。

【０００７】
［適用例１］
　排水処理装置の水処理槽内に配置される架台であって、
　散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材を、水平方向の位置が互いに異なる
複数の位置で支持するための部材支持部と、
　前記部材支持部から下方側に向かって突出して水処理槽内の底面上で前記部材支持部を
支持するための１個以上の脚部と、
　を備え、
　前記１個以上の脚部のそれぞれは、互いに連通する複数の開口を有する、
　架台。
【０００８】
　この構成によれば、部材支持部が水処理槽内の底面上で１個以上の脚部によって支持さ
れるので、部材支持部の位置ズレを抑制できる。また、１個以上の脚部のそれぞれが複数
の開口を有するので、脚部が水処理槽内の水の流れを止めることを抑制できる。
【０００９】
［適用例２］
　適用例１に記載の架台であって、
　前記部材支持部と前記１個以上の脚部とは、一体に成形されている、架台。
【００１０】
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　この構成によれば、架台を容易に製造できる。
【００１１】
［適用例３］
　適用例１または２に記載の架台であって、
　前記１個以上の脚部のそれぞれは、水平断面の輪郭の最大径が下方側に向かって小さく
なるテーパ形状である、架台。
【００１２】
　この構成によれば、脚部を含む架台の製造を容易に行うことができる。
【００１３】
［適用例４］
　適用例１から３のいずれか１項に記載の架台であって、
　前記水処理槽の前記底面は、水平面に対して傾斜する傾斜部分を含み、
　前記水処理槽内に前記架台が配置された状態において、前記１個以上の脚部のうちの特
定の脚部は、前記底面の前記傾斜部分上に配置され、
　前記特定の脚部の下面は、前記底面の前記傾斜部分に合わせて傾斜している、
　架台。
【００１４】
　この構成によれば、特定の脚部は、水処理槽の底面の傾斜部分上で、適切に、部材支持
部を支持できる。
【００１５】
［適用例５］
　適用例１から４のいずれか１項に記載の架台であって、
　前記脚部は、
　　前記部材支持部から下方側に向かって延びる複数の柱部と、
　　前記複数の柱部の下方側の端に接続されるとともに前記脚部の下面を形成する下部と
、
　を含む、架台。
【００１６】
　この構成によれば、脚部は、複数の柱部の間を水が流れることを許容しつつ、適切に部
材支持部を支持できる。
【００１７】
［適用例６］
　適用例１から５のいずれか１項に記載の架台であって、
　前記部材支持部は、複数の貫通孔を形成する孔形成部を含む、架台。
【００１８】
　この構成によれば、部材支持部は、孔形成部の複数の貫通孔を水が流れることを許容し
つつ、適切に対象部材を支持できる。
【００１９】
 [適用例７]
　適用例６に記載の架台であって、
　前記脚部は、前記部材支持部の前記孔形成部の１つの貫通孔を形成する環状の部分に、
接続されている、架台。
【００２０】
　この構成によれば、複数の貫通孔を形成する孔形成部に、適切に、脚部を接続できる。
【００２１】
［適用例８］
　排水処理装置であって、
　第１水処理槽を含む１個以上の水処理槽と、
　前記第１水処理槽内に配置された、散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材
と、
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　前記第１水処理槽内に配置され、前記対象部材を支持する、適用例１から７のいずれか
１項に記載の架台と、
　流路と第２水処理槽とのいずれかの側壁の少なくとも一部を形成する壁部と、
　を備え、
　前記架台の前記部材支持部は、上方から下方を向いて見た場合に前記部材支持部の縁が
前記部材支持部の内周側に向かって凹んだ部分を形成する凹部を有し、
　前記壁部は、
　　前記部材支持部の前記凹部の前記縁に沿って配置され、前記流路と前記第２水処理槽
とのいずれかの前記側壁の少なくとも一部を形成する壁形成部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の上側に配置され、前記凹部が上側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の上側への移動を抑制する上抑え部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の下側に配置され、前記凹部が下側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の下側への移動を抑制する下抑え部と、
　を有する、
　排水処理装置。
【００２２】
　この構成によれば、壁部と架台との間の位置ズレを抑制できる。
【００２３】
［適用例９］
　排水処理装置であって、
　第１水処理槽を含む１個以上の水処理槽と、
　前記第１水処理槽内に配置された、散気装置と濾材との少なくとも一方を含む対象部材
と、
　前記第１水処理槽内に配置され、前記対象部材を支持する架台と、
　流路と第２水処理槽とのいずれかの側壁の少なくとも一部を形成する壁部と、
　を備え、
　前記架台は、前記対象部材を水平方向の位置が互いに異なる複数の位置で支持する部材
支持部を有し、
　前記架台の前記部材支持部は、上方から下方を向いて見た場合に前記部材支持部の縁が
前記部材支持部の内周側に向かって凹んだ部分を形成する凹部を有し、
　前記壁部は、
　　前記部材支持部の前記凹部の前記縁に沿って配置され、前記流路と前記第２水処理槽
とのいずれかの前記側壁の少なくとも一部を形成する壁形成部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の上側に配置され、前記凹部が上側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の上側への移動を抑制する上抑え部と、
　前記部材支持部の前記凹部の少なくとも一部の下側に配置され、前記凹部が下側に移動
しようとする場合に前記凹部の少なくとも一部に接触することによって、前記壁部に対す
る前記凹部の下側への移動を抑制する下抑え部と、
　を有する、
　排水処理装置。
【００２４】
　この構成によれば、壁部と架台との間の位置ズレを抑制できる。
【００２５】
［適用例１０］
　適用例８または９に記載の排水処理装置であって、
　前記架台と前記壁部との一方は、弾性変形可能な係合爪を有し、
　前記架台と前記壁部との他方は、前記係合爪に係合する係合部を有し、
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　前記架台と前記壁部とは、前記係合爪が前記係合部に係合することによって、互いに接
続されている、
　排水処理装置。
【００２６】
　この構成によれば、架台と壁部との接続を容易に行うことができる。
【００２７】
［適用例１１］
　適用例８から１０のいずれか１項に記載の排水処理装置であって、
　前記下抑え部は、前記架台の前記凹部の第１部分に接触する第１接触部を含み、
　前記上抑え部は、前記架台の前記凹部のうち前記第１部分よりも奥側に位置する第２部
分に接触する第２接触部を含み、
　前記架台は、前記凹部の前記第１部分が前記下抑え部の第１接触部に接触し、前記凹部
の前記第２部分が前記上抑え部の第２接触部に接触した状態で、前記第１水処理槽内に配
置されている、
　排水処理装置。
【００２８】
　この構成によれば、水平方向に対する架台の向きのズレを、第１接触部と第２接触部と
によって抑制できる。
【００２９】
［適用例１２］
　適用例８から１１のいずれか１項に記載の排水処理装置であって、
　前記壁部は、前記上抑え部と前記下抑え部とのいずれかを形成する部分であって、上方
から下方を向いて見る場合に、前記架台の前記凹部の前記縁に前記凹部の前記縁の全長に
亘って重なる鍔を有する、
　排水処理装置。
【００３０】
　この構成によれば、壁部の鍔は、凹部の縁の全長に亘って位置ズレを抑制できるので、
架台の位置ズレを適切に抑制できる。
【００３１】
　なお、本明細書に開示の技術は、種々の態様で実現することが可能であり、例えば、架
台、架台を備える排水処理装置、架台と壁部とを備える排水処理装置、等の態様で実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】一実施例としての排水処理装置８００の処理フローを示す説明図である。
【図２】排水処理装置８００を横から見た概略構成図である。
【図３】排水処理装置８００の概略図である。
【図４】排水処理装置８００の概略図である。
【図５】接触濾床槽８３０と処理水槽８４０と消毒槽８５０とを示す概略斜視図である。
【図６】仕切板８０３と側壁部８４２、８４３、８４４と架台９００と散気装置８３４と
送気パイプ６２２との構成を示す概略斜視図である。
【図７】架台９００の構成を示す概略図である。
【図８】接触濾床槽８３０の底面８３０ｓと、接触濾床槽８３０内に配置された架台９０
０と、の概略図である。
【図９】壁部７００の下方側の一部と架台９００との斜視図である。
【図１０】壁部７００と架台９００とが互いに接続される様子を示す概略図である。
【図１１】壁部７００と架台９００とが互いに接続される様子を横から見た概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
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Ａ．実施例：
　図１は、一実施例としての排水処理装置８００の処理フローを示す説明図である。本実
施例の排水処理装置８００は、一般家庭等からの排水の浄化処理を行う（このような装置
は「浄化槽」とも呼ばれる）。排水処理装置８００は、複数のステップを経て浄化処理を
行うために、複数の水処理槽を有している。図１の実施例では、排水処理装置８００は、
上流（図１の左側）から順番に、夾雑物除去槽８１０、嫌気濾床槽８２０、接触濾床槽８
３０、処理水槽８４０、消毒槽８５０の各水処理槽を、収容している。排水処理装置８０
０に流入した排水は、夾雑物除去槽８１０、嫌気濾床槽８２０、接触濾床槽８３０、処理
水槽８４０、消毒槽８５０で順次処理された後に、排水処理装置８００の外部に放流され
る。以下、各水処理槽を流れる水を「被処理水」あるいは、単に「水」と呼ぶ。
【００３４】
　図２は、排水処理装置８００を横から見た概略構成図である。図３は、図２中のＡ－Ａ
断面から下方を向いて見た排水処理装置８００の概略構成を示している。図３の下部には
、接触濾床槽８３０と処理水槽８４０とのそれぞれの壁を表す説明図が示されている。図
４は、図２中のＢ－Ｂ断面から夾雑物除去槽８１０側を向いて見た排水処理装置８００の
概略構成を示している。図５は、接触濾床槽８３０と処理水槽８４０と消毒槽８５０とを
示す概略斜視図である。これらの図中において、Ｚ方向は、鉛直方向の下方から上方へ向
かう方向を示し、Ｘ方向は、排水処理装置８００の長手方向（水平な方向）を示し、Ｙ方
向は、Ｘ方向とＺ方向とのそれぞれに直交する方向（水平な方向）を示している。以下、
Ｘ方向を「＋Ｘ方向」とも呼び、Ｘ方向側を「＋Ｘ側」とも呼び、Ｘ方向の反対方向を「
－Ｘ方向」とも呼び、－Ｘ方向側を「－Ｘ側」とも呼ぶ。Ｙ方向、Ｚ方向についても、同
様である。
【００３５】
　夾雑物除去槽８１０は、排水中の夾雑物を分離する水処理槽である。図２、図３に示す
ように、夾雑物除去槽８１０は、排水処理装置８００の最上流部に配置されている。流入
口８０２からの排水（汚水とも呼ばれる）は、まず、夾雑物除去槽８１０に流入する。夾
雑物除去槽８１０は、固液分離手段（本実施例では、流入バッフル８１２）を有しており
、排水中の夾雑物を被処理水から分離する。本実施例の流入バッフル８１２は、夾雑物除
去槽８１０に流入する水を、上方側から下方側へ導く流路を形成している。これにより、
流入バッフル８１２は、夾雑物除去槽８１０に流入する水に含まれる固形物の流れる方向
を、下流側の水処理槽である嫌気濾床槽８２０へ向かう方向（ここでは、＋Ｘ方向）では
なく、夾雑物除去槽８１０の底部に向けることができる。この結果、夾雑物除去槽８１０
は、底部に固形物を堆積させることができる。夾雑物が分離（除去）されたあとの水は、
移流開口８１４を通じて、嫌気濾床槽８２０に移流する。
【００３６】
　嫌気濾床槽８２０は、嫌気性微生物による嫌気処理を行う水処理槽である。嫌気濾床槽
８２０は、嫌気性微生物が付着するための濾材８２２を有している。嫌気処理によって、
被処理水中の有機物が分解される。また、濾材８２２は、被処理水中の浮遊物を捕捉し得
る。
【００３７】
　図２、図３に示すように、嫌気濾床槽８２０の下流側（＋Ｘ側）の側壁８０３は、槽本
体８０１を、Ｘ方向に対して垂直に、２つに仕切る壁である（以下、この壁を「仕切板８
０３」とも呼ぶ）。仕切板８０３の反対側（＋Ｘ側）には、上から見て、仕切板８０３か
ら＋Ｘ側（図３中の右側）に突出する略Ｕ字状に配置された側壁部８４３、８４２、８４
４が、固定されている。仕切板８０３と側壁部８４３、８４２、８４４で囲まれる空間が
、処理水槽８４０に相当する。仕切板８０３と槽本体８０１とで囲まれる＋Ｘ側の空間の
うちの、側壁部８４３、８４２、８４４の外側の空間は、接触濾床槽８３０に相当する。
側壁部８４３、８４２、８４４の構成については、後述する。
【００３８】
　仕切板８０３における嫌気濾床槽８２０と接触濾床槽８３０との境界を成す部分には、
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移流開口８２４が形成されている（図２、図３）。移流開口８２４は、仕切板８０３の上
部に配置されており、通常時には、水面ＷＬは、この移流開口８２４の途中に位置する。
後述するように、水面ＷＬは、低水位ＬＷＬと高水位ＨＷＬとの間で、変動し得る。嫌気
濾床槽８２０で処理された水は、移流開口８２４を通じて、接触濾床槽８３０に移流する
。
【００３９】
　接触濾床槽８３０は、好気性微生物による好気処理を行う水処理槽である。図３に示す
ように、接触濾床槽８３０は、処理水槽８４０の三方（＋Ｙ方向、＋Ｘ方向、－Ｙ方向）
を囲むように形成されている。図５に示すように、接触濾床槽８３０の下部には、架台９
００が配置されている。架台９００の上側には、散気装置８３４が固定されている。また
、架台９００（散気装置８３４）の上には、微生物を保持するための好気濾材８３３が配
置され、好気濾材８３３の上には、微生物を保持するための接触材８３２が配置されてい
る。以下、接触材８３２と好気濾材８３３との全体を、保持部材８３５と呼ぶ。散気装置
８３４と好気濾材８３３と接触材８３２とは、処理水槽８４０の両側（＋Ｙ側と－Ｙ側）
に配置されている（図３～図５）。好気濾材８３３は、さらに、処理水槽８４０の＋Ｘ側
にも、配置されている（図５）。以下、＋Ｙ側と－Ｙ側とに配置された２つの同じ部材を
区別する場合に、＋Ｙ側の部材の符号の末尾に文字「ｐ」を付加し、－Ｙ側の部材の符号
の末尾に文字「ｍ」を付加する。例えば、＋Ｙ側の接触材８３２を接触材８３２ｐとも呼
ぶ。なお、図５中では、図示された複数の要素（例えば、架台９００、散気装置８３４等
）のそれぞれの形状が、簡略化して示されている。
【００４０】
　本実施例では、散気装置８３４（図５）は、底面に設けられた複数の孔（図示省略）を
有するパイプを用いて構成されている。＋Ｙ側と－Ｙ側との散気装置８３４ｐ、８３４ｍ
には、送気パイプ６２２ｐ、６２２ｍが、それぞれ接続されている。送気パイプ６２２ｐ
、６２２ｍは、散気装置８３４ｐ、８３４ｍから、上方に向かって、水面ＷＬよりも高い
位置まで延びている。図示を省略するが、送気パイプ６２２ｐ、６２２ｍの上方側の端は
、散気バルブに接続されている。散気バルブは、図示しないブロワーに接続され、ブロワ
ーから供給されたガス（ここでは、空気）を、＋Ｙ側の散気装置８３４ｐと、－Ｙ側の散
気装置８３４ｍとに、分配する。ユーザ（例えば、排水処理装置８００の管理人）は、散
気バルブを調整することによって、分配量（バランス）を調整することができる。
【００４１】
　散気装置８３４は、酸素を含む気泡ＢＢを、保持部材８３５に供給する。散気装置８３
４から吐出された多数の気泡ＢＢは、保持部材８３５（部材８３２、８３３）の内部を通
過して、水面ＷＬに到達する。気泡ＢＢの移動によって水流が生じ、接触濾床槽８３０内
の水が撹拌される。保持部材８３５（部材８３２、８３３）に保持された好気性微生物は
、気泡ＢＢに含まれる酸素を利用して、被処理水中の有機物を分解する。また、好気性微
生物に含まれる硝化菌の働きにより、被処理水に含まれるアンモニウムイオンが酸化され
て、亜硝酸イオン、そして、硝酸イオンが生成される（硝化）。硝酸イオンを含む水（硝
化液）は、後述する循環エアリフトポンプ８６０によって、夾雑物除去槽８１０に移送さ
れる。接触濾床槽８３０で処理された水は、接触濾床槽８３０の底部と処理水槽８４０の
底部とを連通する移流開口８３６を通じて、処理水槽８４０に移流する。
【００４２】
　処理水槽８４０は、接触濾床槽８３０から移流した水を一時的に滞留して、水中の固形
物（例えば、汚泥や浮遊物質等）を沈降・分離する水処理槽である。後述するように、処
理水槽８４０は、底部から水が流入する上向流の水処理槽である。
【００４３】
　図３に示すように、鉛直方向の上から下を向いて見たときに、第２側壁部８４２は仕切
板８０３と対向し、第３側壁部８４３は第４側壁部８４４と対向する。第３側壁部８４３
は、第２側壁部８４２の＋Ｙ側の端部８４２ｅ１と仕切板８０３とを接続する。第４側壁
部８４４は、第２側壁部８４２の－Ｙ側の端部８４２ｅ２と仕切板８０３とを接続する。
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第３側壁部８４３と仕切板８０３との接続部分８４３ｅと、第４側壁部８４４と仕切板８
０３との接続部分８４４ｅとのそれぞれは、仕切板８０３の両端８０３ｅ１、８０３ｅ２
よりも内側に配置されている。なお、仕切板８０３は、処理水槽８４０の－Ｘ側の側壁部
（第１側壁部とも呼ぶ）を形成している。
【００４４】
　図２に示すように、処理水槽８４０の下部分８４９は、いわゆるホッパー構造を有して
いる（以下、この下部分８４９を「ホッパー部分８４９」とも呼ぶ）。ホッパー部分８４
９では、第２側壁部８４２が鉛直方向に対して傾斜しており、処理水槽８４０の水平な断
面積は、底に近いほど小さい（第２側壁部８４２のうちの傾斜した部分８４２ｄを「傾斜
部８４２ｄ」とも呼ぶ）。また、図４に示すように、ホッパー部分８４９の下部分８４９
Ｌにおいては、さらに、第３側壁部８４３と第４側壁部８４４とのそれぞれも、鉛直方向
に対して傾斜している（側壁部８４３、８４４のそれぞれの傾斜した部分８４３ｄ、８４
４ｄを「傾斜部８４３ｄ、８４４ｄ」と呼ぶ）。この下部分８４９Ｌは、いわゆる３面ホ
ッパー構造を有している。処理水槽８４０において分離された固形物は、側壁部８４２、
８４３、８４４によって、処理水槽８４０の底部（処理水槽８４０の上部よりも狭い空間
）に集められる。
【００４５】
　図２に示すように、仕切板８０３の下端は、槽本体８０１の底面に接続されている。一
方、図２、図４に示すように、側壁部８４２、８４３、８４４の下端は、槽本体８０１の
底面から離れている。側壁部８４２、８４３、８４４の下端と、槽本体８０１の底面との
間の隙間は、移流開口８３６に相当する。
【００４６】
　図２に示すように、処理水槽８４０には、循環エアリフトポンプ８６０が設けられてい
る。循環エアリフトポンプ８６０は、処理水槽８４０の底部から高水位ＨＷＬよりも上ま
で上方に向かって延びる第１移流管８６１と、第１移流管８６１の上部に接続されて、夾
雑物除去槽８１０の上方まで、緩い下り勾配で延びる第２移流管８６３と、を有している
。第１移流管８６１の底部側の端は吸入口８６２を形成している。第２移流管８６３の夾
雑物除去槽８１０側の端は流出口８６４を形成している。流出口８６４は、流入バッフル
８１２内に配置されている。循環エアリフトポンプ８６０は、処理水槽８４０の底部から
夾雑物除去槽８１０へ、固形物や水を移送（返送）する。上述したように、処理水槽８４
０の下部分８４９はホッパー構造を有しているので、処理水槽８４０で分離された固形物
は、底部（吸入口８６２の近傍）の狭い空間に集められる。その結果、分離された固形物
の処理水槽８４０からの除去を容易に行うことができる。なお、循環エアリフトポンプ８
６０は、上述した図示しないブロワーからの空気によって、駆動される。ブロワーからの
空気の分配量は、図示しないバルブによって調整される。循環エアリフトポンプ８６０は
連続的に駆動されてよい。また、循環エアリフトポンプ８６０は、間欠的に駆動されても
よい。
【００４７】
　消毒槽８５０は、被処理水を消毒する水処理槽である。消毒槽８５０は、処理水槽８４
０の上部に配置されている（図２）。本実施例では、消毒槽８５０は、放流エアリフトポ
ンプ８７０を有している。放流エアリフトポンプ８７０の吸入口８７２は、処理水槽８４
０内の低水位ＬＷＬの高さに配置されており、放流エアリフトポンプ８７０の流出口８７
４は、消毒槽８５０の上流側に配置されている。処理水槽８４０の水面ＷＬ近傍の水（固
形物が分離された水）は、吸入口８７２から放流エアリフトポンプ８７０に流入する。放
流エアリフトポンプ８７０に流入した水は、放流エアリフトポンプ８７０の駆動によって
、消毒槽８５０に少しずつ移送される。放流エアリフトポンプ８７０は、水位ＷＬが低水
位ＬＷＬ以上である状態で、水を移送可能である。このように、通常の使用状態では、最
も低い水位ＷＬは、低水位ＬＷＬである。このような低水位ＬＷＬは、設計上の最低水位
ということができる。また、放流エアリフトポンプ８７０は、上述した図示しないブロワ
ーからの空気によって、駆動される。ブロワーからの空気の分配量は、図示しないバルブ
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によって調整される。
【００４８】
　消毒槽８５０は、消毒剤（例えば、固形塩素剤）が充填された薬剤筒８５４を有してい
る。消毒槽８５０において、被処理水は消毒剤と接触し、消毒剤によって被処理水が消毒
される。消毒された水は、放流口８０４を通じて、排水処理装置８００の外部へ放流され
る。
【００４９】
　一時的に大量の排水が排水処理装置８００に流入した場合には（例えば、ピーク流入時
）、放流エアリフトポンプ８７０よりも上流側の水処理槽８１０、８２０、８３０、８４
０の水位ＷＬは、一時的に、通常時の水位（図中の低水位ＬＷＬ）よりも上昇し得る。図
２の実施例では、水位ＷＬは、高水位ＨＷＬまで、上昇し得る。水位ＷＬが高水位ＨＷＬ
を超えると、消毒槽８５０に設けられた図示しないオーバーフロー開口を通じて、処理水
槽８４０から消毒槽８５０へ水がオーバーフローする。このように、通常の使用状態では
、最も高い水位ＷＬは、高水位ＨＷＬである。このような高水位ＨＷＬは、設計上の最高
水位ということができる。なお、単位時間当たりの流入水量が想定された範囲を超える場
合には、一時的に水位が高水位ＨＷＬよりも高い位置まで上昇し得る。
【００５０】
　このように、ピーク流入時には、複数の水処理槽８１０、８２０、８３０、８４０の水
位が一時的に上昇することによって、接触濾床槽８３０からの単位時間当たりの流出量の
増大が抑制される。この結果、接触濾床槽８３０から未処理の水が流出する可能性を低減
できる。このように、放流エアリフトポンプ８７０は、ピーク流入に起因する接触濾床槽
８３０からの単位時間当たりの流出量の増大を抑制する機構（「ピークカット機構」と呼
ぶ）として、動作する。
【００５１】
　図６は、仕切板８０３と、側壁部８４２、８４３、８４４と、架台９００と、散気装置
８３４と、送気パイプ６２２と、の構成を示す概略斜視図である。図７は、架台９００の
構成を示す概略図である。図７（Ａ）、図７（Ｃ）は、側面図であり、図７（Ｂ）は、上
面図であり、図７（Ｄ）は、斜視図である。図７（Ｅ）は、後述する脚部９５０の斜視図
である。本実施例では、１つの部材７００（図６）が、側壁部８４２、８４３、８４４の
全体を含んでいる（「壁部７００」とも呼ぶ）。壁部７００の側壁部８４２、８４３、８
４４は、処理水槽８４０の側壁の一部を形成する（「壁形成部８４２、８４３、８４４」
とも呼ぶ）。
【００５２】
　図７（Ａ）～図７（Ｅ）に示すように、架台９００は、散気装置８３４（図６）と好気
濾材８３３（図５）とを支持する部材支持部９１０と、部材支持部９１０から下方に向か
って突出する６個の脚部９５０と、を有している。
【００５３】
　部材支持部９１０は、水平方向に拡がる部材であり、上方から下方（－Ｚ方向）を向い
て見た場合に（図７（Ｂ））、部材支持部９１０の縁を全周に渡って形成する部分である
枠９１２と、枠９１２の内周側に形成された格子９１４と、を有している。格子９１４は
、格子９１４を上方側から下方側に向かって貫通する複数の貫通孔を形成している。本実
施例では、格子９１４の形状は、ハニカム形状である。図７（Ｄ）に示すように、部材支
持部９１０（ここでは、格子９１４）の上側（＋Ｚ側）には、散気装置８３４を係止する
ための６個のフック状の係止部９２０が設けられている。図６に示すように、散気装置８
３４ｐ、８３４ｍは、それぞれ、３個の係止部９２０によって、部材支持部９１０に装着
されている。このように、部材支持部９１０は、水平方向の位置が互いに異なる複数の位
置で、散気装置８３４を支持している。また、図５に示すように、格子９１４上には、複
数の好気濾材８３３が配置されている。このように、部材支持部９１０は、水平方向の位
置が互いに異なる複数の位置で、複数の好気濾材８３３を支持している。
【００５４】
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　また、図７（Ｂ）、図７（Ｄ）に示すように、枠９１２は、上方から下方（－Ｚ方向）
を向いて見た場合に、枠９１２の縁（すなわち、部材支持部９１０の縁）が部材支持部９
１０の内周側（ここでは、＋Ｘ側）に向かって凹んだ部分を形成する凹部９９０を有して
いる。図６に示すように、凹部９９０には、壁部７００の下端が接続される。図７（Ｂ）
には、壁部７００の一部である鍔７１０が破線で示されている。鍔７１０の詳細について
は、後述する。
【００５５】
　図７（Ｅ）は、１つの脚部９５０を切り出して示す概略斜視図である。図中の脚部９５
０は、図７（Ｂ）中の６個の脚部９５０のうちの右下の脚部９５０ｘを示している。図示
するように、脚部９５０ｘは、格子９１４の１つの貫通孔を形成する環状の部分である環
状部９１６に接続されて下方側に延びる複数の柱部９５２と、複数の柱部９５２の下方側
の端に接続されるとともに脚部９５０ｘの下面９５０ｓを形成する下部９５４と、を含ん
でいる。脚部９５０ｘは、複数の柱部９５２と下部９５４とによって形成される複数の開
口を有している。複数の開口は、互いに連通している。他の脚部９５０の構成も、図７（
Ｅ）の脚部９５０ｘの構成と、同様である。
【００５６】
　本実施例では、１つの環状部９１６の形状は、略六角形である。１つの脚部９５０は、
６本の柱部９５２を含んでいる。６本の柱部９５２は、環状部９１６の六角形の形状の６
個の頂点部分に接続されている。下部９５４は、６本の柱部９５２の６個の端を接続する
環状の部分である。本実施例では、脚部９５０の形状は、環状部９１６から下方側に向か
って延びる六角錐台の形状と、おおよそ同じである。６本の柱部９５２と下部９５４とは
、六角錐台の辺に対応する。ここで、１つの脚部９５０の水平な断面の輪郭（すなわち、
水平な断面における１つの脚部９５０の全ての要素を含む凸包）の最大径は、６本の柱部
９５２を頂点とする六角形の最大径である。本実施例では、この最大径は、下方側に向か
って小さくなる。このように、脚部９５０の形状は、下方側に向かって小さくなるテーパ
形状である。
【００５７】
　図８は、接触濾床槽８３０の底面８３０ｓと、接触濾床槽８３０内に配置された架台９
００と、の概略図である。図中には、架台９００（図７（Ｂ））のうちの－Ｙ側の２個の
脚部９５０（９５０ａ、９５０ｂ）を含む一部分の側面図と、槽本体８０１の底部の断面
図と、が示されている。図示された槽本体８０１の断面は、架台９００の図示された２個
の脚部９５０（９５０ａ、９５０ｂ）と接触する部分の断面であり、図７（Ｂ）のＣ－Ｃ
断面を示している。
【００５８】
　図示された２個の脚部９５０（９５０ａ、９５０ｂ）は、部材支持部９１０から下方側
（－Ｚ側）に向かって突出して接触濾床槽８３０の底面８３０ｓ上で部材支持部９１０を
支持している。図示しない他の脚部９５０も、同様に、底面８３０ｓ上で部材支持部９１
０を支持している。従って、部材支持部９１０が傾くなど、部材支持部９１０の位置ズレ
を抑制できる。また、上述したように、各脚部９５０は、互いに連通する複数の開口を有
する。接触濾床槽８３０内の水は、脚部９５０の複数の開口を通じて、脚部９５０を容易
に通り抜けることができる。従って、部材支持部９１０よりも下方側で、脚部９５０が水
の流れを止めることを抑制できる。この結果、部材支持部９１０よりも下方側に移動した
汚泥が移動せずに堆積し続けることを、抑制できる。
【００５９】
　また、本実施例では、架台９００の全体が、成形型を用いて一体的に成形される（例え
ば、射出成形、ハンドレイアップ成形、スプレーアップ成形など）。架台９００の材料と
しては、ポリプロピレン、ポリエチレン、繊維強化プラスチック（FRP）、ジシクロペン
タジエン等の種々の樹脂を採用可能である。また、樹脂とは異なる他の材料を採用しても
よい（例えば、金属、セラミックなど）。
【００６０】
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　このように、本実施例では、部材支持部９１０と複数の脚部９５０とは、一体に成形さ
れている。従って、部材支持部９１０に脚部９５０を固定する作業が不要であるので、架
台９００を容易に製造できる。
【００６１】
　また、各脚部９５０のそれぞれの形状は、水平断面の輪郭（具体的には、凸包）の最大
径が下方側（すなわち、脚部９５０の先端側）に向かって小さくなるテーパ形状である。
従って、格子９１４と脚部９５０とを、１回の成形で、成形することができる。このよう
に、脚部９５０を含む架台９００の製造を容易に行うことができる。また、複数の架台９
００を積み重ねる場合に、脚部９５０の端部を、隣の架台９００の脚部９５０の内側に挿
入することができる。この結果、複数の架台９００を運搬する場合に、複数の架台９００
を積み重ねるために必要なスペースを小さくできる。
【００６２】
　また、図７（Ｅ）で説明したように、脚部９５０は、部材支持部９１０（ここでは、環
状部９１６）から下方側に向かって延びる複数の柱部９５２と、複数の柱部９５２の下方
側の端に接続されるとともに脚部９５０の下面９５０ｓを形成する下部９５４と、を含ん
でいる。複数の柱部９５２は、互いに離れた位置に配置されている。柱部９５２と隣の柱
部９５２との間の空間が、開口に相当する。複数の柱部９５２は、複数の開口を形成し、
複数の開口は、互いに連通している。脚部９５０は、複数の柱部９５２の間を水が流れる
ことを許容しつつ、適切に部材支持部９１０を支持できる。
【００６３】
　また、図７（Ｂ）、図７（Ｄ）に示すように、部材支持部９１０は、複数の貫通孔を形
成する格子９１４を含んでいる。従って、部材支持部９１０は、格子９１４の複数の貫通
孔を水が流れることを許容しつつ、適切に、散気装置８３４と好気濾材８３３とを支持で
きる。
【００６４】
　また、図７（Ｅ）で説明したように、脚部９５０は、格子９１４の複数の貫通孔のうち
の１つの貫通孔を形成する環状部９１６に接続されている。従って、複数の貫通孔を形成
する格子９１４に、適切に、脚部９５０を接続できる。また、格子９１４の貫通孔と、脚
部９５０の開口とが、互いに連通している。従って、格子９１４と脚部９５０との接続部
分が水の流れを止めることを抑制できる。そして、部材支持部９１０の上側と下側との間
の水の流れが滞ることが抑制されるので、部材支持部９１０よりも下方側に移動した汚泥
が移動せずに堆積し続けることを、抑制できる。
【００６５】
　次に、図８を参照して、脚部９５０の下面９５０ｓの形状について、説明する。接触濾
床槽８３０の底面８３０ｓのうち＋Ｘ側の第１部分底面８３０ａｓは、底面の高さ（＋Ｚ
方向の位置）が＋Ｘ方向に向かって徐々に高くなるように、傾斜している。具体的には、
第１部分底面８３０ａｓは、槽本体８０１の内面の隅を形成しており、第１部分底面８３
０ａｓの形状は、曲面である。架台９００の脚部９５０ａは、この第１部分底面８３０ａ
ｓ上に配置される。脚部９５０ａの下部９５４ａは、脚部９５０ａの下面９５４ａｓが第
１部分底面８３０ａｓの形状に合わせて傾斜するように、形成されている。すなわち、脚
部９５０ａの下面９５４ａｓの形状は、第１部分底面８３０ａｓのうち、上方から下方（
－Ｚ方向）を向いて見た場合に脚部９５０ａの下面９５４ａｓと重なる部分の形状と、お
およそ同じである。これにより、脚部９５０ａの下面９５４ａｓと第１部分底面８３０ａ
ｓとの間の隙間が大きくなることが抑制される。そして、第１部分底面８３０ａｓは、脚
部９５０ａの下面９５４ａｓを、適切に支持できる。
【００６６】
　図中の底面８３０ｓのうち－Ｘ側の第２部分底面８３０ｂｓは、底面の高さ（＋Ｚ方向
の位置）が－Ｘ方向に向かって徐々に高くなるように、傾斜している。架台９００の脚部
９５０ｂは、この第２部分底面８３０ｂｓ上に配置される。脚部９５０ｂの下部９５４ｂ
は、脚部９５０ｂの下面９５４ｂｓが第２部分底面８３０ｂｓの形状に合わせて傾斜する
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ように、形成されている。すなわち、脚部９５０ｂの下面９５４ｂｓの形状は、第２部分
底面８３０ｂｓのうち、上方から下方（－Ｚ方向）を向いて見た場合に脚部９５０ｂの下
面９５４ｂｓと重なる部分の形状と、おおよそ同じである。これにより、脚部９５０ｂの
下面９５４ｂｓと第２部分底面８３０ｂｓとの間の隙間が大きくなることが抑制される。
そして、第２部分底面８３０ｂｓは、脚部９５０ｂの下面９５４ｂｓを、適切に支持でき
る。
【００６７】
　他の脚部９５０の下面９５０ｓの形状も、同様に、底面８３０ｓのうちの脚部９５０の
下面９５０ｓを支持する部分の形状に合わせて、形成されている。従って、底面８３０ｓ
は、複数の脚部９５０のそれぞれを、適切に支持できる。
【００６８】
　なお、図８では図示を省略したが、底面８３０ｓの高さは、Ｘ方向に限らず、Ｙ方向に
沿って変化し得る。このように、底面８３０ｓの高さは、水平な任意の方向に沿って、変
化し得る。脚部９５０の下面９５０ｓの形状は、このように変化する底面８３０ｓに合わ
せて、形成されている。一般的には、底面８３０ｓが水平面に対して傾斜する傾斜部分を
含み、脚部９５０が傾斜部分上に配置される場合に、脚部９５０の下面９５０ｓが、傾斜
部分に合わせて傾斜していることが好ましい。この構成によれば、脚部９５０の下面９５
０ｓが水平な平面である場合と比べて、脚部９５０の下面９５０ｓと底面８３０ｓとの間
の隙間が大きくなることを抑制できる。従って、脚部９５０は、底面８３０ｓの傾斜部分
上で、適切に、部材支持部９１０を支持できる。
【００６９】
　なお、以下のような場合に、脚部９５０の下面９５０ｓが底面８３０ｓの傾斜部分に合
わせて傾斜している、ということができる。脚部９５０の下面９５０ｓ（底面８３０ｓに
接触し得る面）を、下面９５０ｓのうちの最も高い部分を通る水平面上に、鉛直方向に平
行に投影して得られる面を、仮想下面と呼ぶ。脚部９５０の下面９５０ｓと底面８３０ｓ
との間の鉛直方向の最大距離（すなわち、隙間の最大距離）が、仮想下面と底面８３０ｓ
との間の鉛直方向の最大距離よりも小さい場合には、下面９５０ｓが傾斜部分に合わせて
傾斜している、ということができる。
【００７０】
　また、本実施例では、脚部９５０の下面９５０ｓは、底面８３０ｓの傾斜部分上の複数
の位置に接触している。この場合、脚部９５０から底面８３０ｓに印加される荷重が複数
の位置に分散されるので、槽本体８０１と脚部９５０との破損を抑制できる。なお、底面
８３０ｓの傾斜部分は、平面であってもよく、曲面であってもよく、平面と曲面との両方
を含んでもよい。一般的には、底面８３０ｓの傾斜部分としては、水平面に対して傾斜す
る任意の部分を採用可能である。なお、脚部９５０の下面９５０ｓと底面８３０ｓの傾斜
部分との複数の接触位置は、１つの連続な接触領域に含まれていてもよく、互いに離れた
複数の接触点で構成されていてもよい。
【００７１】
　次に、架台９００と壁部７００との接続について説明する。図９は、壁部７００の下方
側の一部と、架台９００と、の斜視図である。壁部７００の３つの側壁部８４２、８４３
、８４４の下端（すなわち、３つの傾斜部８４２ｄ、８４３ｄ、８４４ｄの下端）には、
鍔７１０が設けられている。鍔７１０は、側壁部８４２、８４３、８４４の下端から外周
側（接触濾床槽８３０側）におおよそ水平に突出する板状の部分である。本実施例では、
鍔７１０は、側壁部８４２、８４３、８４４の下端の全体に亘って、設けられている。
【００７２】
　鍔７１０は、３つの鍔部７１２、７１３、７１４に区分される。第１鍔部７１２は、第
２側壁部８４２の下端に設けられ、第２側壁部８４２の－Ｙ側の端から＋Ｙ側の端まで、
おおよそＹ方向に延びる部分である（「先鍔部７１２」とも呼ぶ）。第２鍔部７１３は、
第３側壁部８４３の下端に設けられ、第１鍔部７１２の＋Ｙ側の端部に接続され、第３側
壁部８４３の＋Ｘ側の端から－Ｘ側の端まで、おおよそ－Ｘ方向に延びる部分である。第
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３鍔部７１４は、第４側壁部８４４の下端に設けられ、第１鍔部７１２の－Ｙ側の端部に
接続され、第４側壁部８４４の＋Ｘ側の端から－Ｘ側の端まで、おおよそ－Ｘ方向に延び
る部分である。以下、Ｘ方向におおよそ平行に延びる鍔部７１３、７１４を、「横鍔部７
１３、７１４」とも呼ぶ。
【００７３】
　第２側壁部８４２上における第１鍔部７１２よりも高い位置には、上抑え部７２０が設
けられている。この上抑え部７２０は、第１鍔部７１２におおよそ平行に、＋Ｘ方向に突
出する板状の部分である。第１鍔部７１２と上抑え部７２０との間には、係合爪７３０が
設けられている。係合爪７３０は、架台９００に係合して、架台９００が壁部７００から
外れることを抑制する。
【００７４】
　このような３個の側壁部８４２、８４３、８４４と、鍔７１０と、上抑え部７２０と、
係合爪７３０と、を含む壁部７００は、本実施例では、成形型を用いて一体的に成形され
る（例えば、射出成形、ハンドレイアップ成形、スプレーアップ成形など）。壁部７００
の材料としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、繊維強化プラスチック（FRP）、ジシ
クロペンタジエン等の種々の樹脂を採用可能である。また、樹脂とは異なる他の材料を採
用してもよい（例えば、金属など）。なお、本実施例では、少なくとも係合爪７３０が弾
性変形可能であるように、壁部７００が形成される。
【００７５】
　架台９００の凹部９９０は、３つの枠部９９２、９９３、９９４に区分される。第１枠
部９９２は、凹部９９０の奥側（＋Ｘ側）の部分であり、おおよそＹ方向に延びている（
「奥枠部９９２」とも呼ぶ）。図示が省略されているが、第１枠部９９２には、係合爪７
３０に係合する係合部が形成されている。第２枠部９９３は、第１枠部９９２の＋Ｙ側の
端部に接続され、おおよそ－Ｘ方向に延びている。第３枠部９９４は、第１枠部９９２の
－Ｙ側の端部に接続され、おおよそ－Ｘ方向に延びている。以下、Ｘ方向におおよそ平行
に延びる枠部９９３、９９４を、「横枠部９９３、９９４」とも呼ぶ。
【００７６】
　架台９００の凹部９９０の形状と大きさは、壁部７００の鍔７１０の形状と大きさと、
おおよそ同じである。壁部７００に架台９００を接続する場合、架台９００の凹部９９０
が、壁部７００の下端部（鍔７１０の上側）に、嵌め込まれる。
【００７７】
　図１０は、壁部７００と架台９００とが互いに接続される様子を示す概略図である。図
１０（Ａ）は、接続の途中の状態を示し、図１０（Ｂ）は、接続が完了した状態を示して
いる。
【００７８】
　図１０（Ａ）に示すように、架台９００の凹部９９０の横枠部９９３、９９４が、壁部
７００の鍔７１０の横鍔部７１３、７１４上を、相対的に－Ｘ方向に向かって移動するよ
うに、架台９００の凹部９９０に、壁部７００の下端部が、挿入される。
【００７９】
　図４には、横鍔部７１３、７１４と、横枠部９９３、９９４とが、示されている。第２
枠部９９３は、第２鍔部７１３上に配置されている。また、第２鍔部７１３の内側（処理
水槽８４０側）の端からは、傾斜部８４３ｄが、上方側に向かって延びている。傾斜部８
４３ｄは、上方に向かって処理水槽８４０が広くなるように、＋Ｙ方向に傾斜している。
傾斜部８４３ｄは、第２枠部９９３よりも－Ｙ側から、第２枠部９９３の上を通って、第
２枠部９９３よりも＋Ｙ側まで延びている。このように、第２枠部９９３は、第２鍔部７
１３と傾斜部８４３ｄとに挟まれている。従って、第２枠部９９３が下方（－Ｚ方向）に
移動することは、第２鍔部７１３によって防止されている。また、第２枠部９９３が上方
（＋Ｚ方向）に移動することは、傾斜部８４３ｄによって防止されている。第３枠部９９
４についても、同様である。第３枠部９９４は、第３鍔部７１４と傾斜部８４４ｄとに挟
まれている。第３枠部９９４の上下方向の移動は、第３鍔部７１４と傾斜部８４４ｄとに
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よって防止されている。従って、架台９００を壁部７００に接続する場合、架台９００の
凹部９９０の位置が、壁部７００の鍔７１０上の位置から大きく離れた意図しない位置に
ずれることが、抑制される。
【００８０】
　図１０（Ａ）の状態から、さらに、架台９００を壁部７００に対して相対的に－Ｘ方向
へ移動させることによって、接続が完了する（図１０（Ｂ））。接続が完了した状態では
、架台９００の奥枠部９９２は、壁部７００の先鍔部７１２と上抑え部７２０との間に挟
まれている。また、壁部７００の側壁部８４２、８４３、８４４は、凹部９９０に沿って
配置されている。そして、側壁部８４２、８４３、８４４は、凹部９９０と同じ高さの位
置から上方側（＋Ｚ側）に向かって延びる部分を含んでいる。
【００８１】
　図１１は、壁部７００と架台９００とが互いに接続される様子を横から見た概略図であ
る。図中には、図１０（Ｂ）のＤ－Ｄ断面から－Ｙ方向を向いて見た壁部７００と架台９
００との概略が示されている。図中には、壁部７００の下方側の一部と、架台９００の－
Ｘ側の一部とが、示されている。Ｄ－Ｄ断面は、Ｙ方向に垂直な断面である。図中では、
Ｄ－Ｄ断面に含まれる複数の要素の一部の断面に、ハッチングが付されている。具体的は
、架台９００の奥枠部９９２と、壁部７００の先鍔部７１２と傾斜部８４２ｄと上抑え部
７２０と係合爪７３０との、それぞれの断面に、ハッチングが付されている。また、図中
には、架台９００の第３枠部９９４と、壁部７００の第３鍔部７１４と、が示されている
。壁部７００と架台９００との接続は、図１１（Ａ）～図１１（Ｄ）の順番に進行する。
【００８２】
　架台９００の奥枠部９９２には、係合部９８０が設けられている。係合部９８０は、下
方（－Ｚ方向）に向かって延びる壁である。壁部７００の係合爪７３０は、＋Ｘ方向に向
かって突出している。係合爪７３０は、上方（＋Ｚ方向）に向かって突出する突部７３０
ａを有している。突部７３０ａの＋Ｘ側の表面７３０ａｓは、＋Ｘ方向に向かって徐々に
低くなる傾斜面である（「傾斜面７３０ａｓ」とも呼ぶ）。
【００８３】
　図１０（Ａ）で説明したように、架台９００の第３枠部９９４は、壁部７００の第３鍔
部７１４上を、相対的に－Ｘ方向に移動する。（図１１（Ａ）、図１１（Ｂ））。そして
、架台９００の奥枠部９９２は、壁部７００の上抑え部７２０と先鍔部７１２との間に挿
入される（図１１（Ｃ）、図１１（Ｄ））。ここで、図１１（Ｃ）に示すように、奥枠部
９９２の上面（＋Ｚ側の面）が上抑え部７２０の下面（－Ｚ側の面）に接触した状態で、
係合爪７３０の突部７３０ａは、係合部９８０の下端に接触する。架台９００は、壁部７
００に対して相対的に、さらに－Ｘ方向に移動される。係合爪７３０は、弾性変形可能で
ある。これにより、図１１（Ｃ）に示すように、突部７３０ａの傾斜面７３０ａｓに接触
する係合部９８０は、突部７３０ａ（ひいては、係合爪７３０）を、下方（－Ｚ方向）に
向けて押し下げる。係合爪７３０は、係合部９８０に押されて、下方（－Ｚ方向）に向け
て弾性的に変形する。そして、図１１（Ｄ）に示すように、係合部９８０が係合爪７３０
の突部７３０ａよりも－Ｘ側に移動する。弾性的に変形していた係合爪７３０の形状は、
元の形状に戻る。これにより、係合爪７３０の突部７３０ａが、係合部９８０の＋Ｘ側の
面に係合する。以上により、架台９００と壁部７００との接続が完了する。
【００８４】
　このように、壁部７００（図９）は、処理水槽８４０の側壁の一部を形成する壁形成部
８４２、８４３、８４４と、上抑え部７２０と、鍔７１０と、を有している。図１０（Ｂ
）で説明したように、壁形成部８４２、８４３、８４４は、架台９００の凹部９９０の縁
に沿って配置されている。上抑え部７２０は、凹部９９０のうちの奥枠部９９２の上側に
配置されている。上抑え部７２０は、奥枠部９９２が上側（＋Ｚ側）に移動しようとする
場合に奥枠部９９２の少なくとも一部に接触することによって、壁部７００に対する奥枠
部９９２（ひいては、凹部９９０）の上側への移動を抑制する。鍔７１０は、凹部９９０
の下側に配置されている。鍔７１０は、凹部９９０が下側に移動しようとする場合に凹部
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９９０の少なくとも一部に接触することによって、壁部７００に対する凹部９９０の下側
への移動を抑制する。従って、壁部７００と架台９００との間の位置ズレを抑制できる。
以下、鍔７１０のうち、凹部９９０に接触し得る部分を、「下抑え部」とも呼ぶ。
【００８５】
　また、図１１で説明したように、壁部７００は、弾性変形可能な係合爪７３０を有し、
架台９００は、係合爪７３０に係合する係合部９８０を有している。そして、図１１（Ｄ
）で説明したように、架台９００と壁部７００とは、係合爪７３０が係合部９８０に係合
することによって、互いに接続されている。これにより、架台９００と壁部７００との接
続を、容易に行うことができる。
【００８６】
　また、本実施例では、壁部７００と架台９００とは、以下のように構成されている。接
触濾床槽８３０内に配置された状態で、架台９００（図１１（Ｄ））の奥枠部９９２が、
壁部７００の上抑え部７２０のうちの奥枠部９９２に対向する部分７２０ｅに接触する。
架台９００は、奥枠部９９２と上抑え部７２０（具体的には、部分７２０ｅ）との接触位
置Ｐ２を支点として、外力を支える。上抑え部７２０よりも、凹部９９０の奥に向かう方
向とは反対方向側（ここでは、＋Ｘ側）に配置された脚部９５０は、接触濾床槽８３０の
底面８３０ｓから上向き（＋Ｚ方向）の力Ｆ１を受ける。この力Ｆ１に起因して、支点（
接触位置Ｐ２）よりも、凹部９９０の奥に向かう方向側（ここでは、－Ｘ側）に配置され
た第３枠部９９４には、－Ｚ方向の力Ｆ２が印加される。第３枠部９９４の－Ｘ側の端部
９９４ｅは、壁部７００の第３鍔部７１４の対応する部分７１４ｅに押しつけられる。図
示を省略するが、第２枠部９９３（図９）の－Ｘ側の端部も、壁部７００の第２鍔部７１
３の対応する部分に押しつけられる。奥枠部９９２と上抑え部７２０との接触位置Ｐ２と
、第３枠部９９４と第３鍔部７１４との接触位置Ｐ１と、第２枠部９９３と第２鍔部７１
３との接触位置（図示せず）とによって、水平面に対する架台９００の方向（傾き）が決
まる。従って、水平方向に対する架台９００の向きのズレを抑制できる。また、本実施例
では、このように方向が決められた架台９００が、散気装置８３４を水平に支持するよう
に、架台９００が構成されている。従って、散気装置８３４が傾くことを抑制できる。こ
の結果、散気装置８３４の複数の孔の一部からガスが吐出されなくなることを、抑制でき
る。そして、保持部材８３５（ここでは、好気濾材８３３と接触材８３２との少なくとも
一方）に好気処理を行うには酸素が不足する部分が生じることを、抑制できる。これによ
り、保持部材８３５（好気濾材８３３と接触材８３２）の全体を、好気処理に適切に利用
できる。また、架台９００を仕切板８０３に固定せずに、架台９００の位置ズレを抑制で
きる。従って、架台９００を仕切板８０３に固定する作業を省略できる。また、架台９０
０の固定のための貫通孔を仕切板８０３から省略できるので、そのような貫通孔を通る漏
水を防止できる。
【００８７】
　また、図７（Ｂ）には、上方から下方（－Ｚ方向）を向いている場合に凹部９９０と鍔
７１０とが重なる部分である重畳部分９７が、ハッチングで示されている。図示するよう
に、この重畳部分９７は、凹部９９０の縁（特に、凹んだ部分を形成する縁）を全長に亘
って含んでいる。すなわち、上方から下方を向いて見る場合に、鍔７１０は、凹部９９０
の縁に、縁の全長に亘って重なっている。従って、鍔７１０は、凹部９９０の縁の全長に
亘って位置ズレを抑制できる。この結果、架台９００の位置ズレを適切に抑制できる。
【００８８】
Ｂ．変形例：
（１）水処理槽内に配置される架台の構成としては、上記の架台９００の構成に代えて、
他の種々の構成を採用可能である。例えば、脚部９５０の総数としては、１以上の任意の
数を採用可能である。また、部材支持部９１０と脚部９５０とが別部材であってもよい。
この場合、部材支持部９１０と脚部９５０との接続方法としては、任意の方法を採用可能
である。例えば、接着剤を用いて脚部９５０を部材支持部９１０に固定してもよい。また
、凹部９９０が省略されてもよい。



(17) JP 6576066 B2 2019.9.18

10

20

30

40

50

【００８９】
　また、架台のうちの濾材などの対象部材を支持する部材支持部のうちの複数の貫通孔を
形成する部分（「孔形成部」と呼ぶ）の構成としては、上記の格子９１４の構成に代えて
、他の種々の構成を採用可能である。例えば、平板に複数の貫通孔を形成することによっ
て得られる部材を、採用してもよい。一般的には、孔形成部は、上方側から下方側に向か
って貫通する複数の貫通孔を形成することが好ましい。このような孔形成部を採用すれば
、水処理槽内の水は、容易に、部材支持部の上側と下側との間を行き来できる。この結果
、部材支持部よりも下方側に移動した汚泥が移動せずに堆積し続けることを、抑制できる
。なお、貫通孔の形状としては、六角形に代えて、他の任意の形状を採用可能である（例
えば、円、多角形など）。また、このような孔形成部を省略してもよい。
【００９０】
　また、架台の脚部の構成としては、図７（Ｅ）の脚部９５０ｘのように柱部９５２と下
部９５４とを含む構成に代えて、他の任意の構成を採用可能である。例えば、１つの脚部
の水平断面の輪郭の形状（すなわち、水平な断面上の１つの脚部の全ての要素を含む凸包
の形状）としては、六角形に代えて、他の任意の形状を採用可能である。例えば、三角形
や四角形などの多角形、円、楕円などを採用してもよい。また、脚部は、脚部の水平断面
の輪郭（具体的には、凸包）の最大径が下方側に向かって一定な部分と、最大径が下方側
に向かって大きくなる部分と、の少なくとも一方を含んでもよい。例えば、脚部が、上下
方向に延びる円筒状のパイプであってもよい。このようなパイプに複数の貫通孔を形成す
ることによって、脚部が水の流れを止めることを抑制できる。また、脚部が水処理槽の底
面の傾斜部分上に配置される場合であっても、脚部の下面の形状は、傾斜部分の形状とは
異なる形状であってもよい。また、１つの脚部が、部材支持部の孔形成部（例えば、図７
（Ｄ）の格子９１４）の複数の貫通孔に跨がった状態で、部材支持部に接続されていても
よい。また、脚部の互いに連通する複数の開口が、省略されてもよい。例えば、水処理槽
の底面に向かって突出するカップ状の部材を、脚部として用いてもよい。また、脚部が省
略されてもよい。この場合、架台の縁が、水処理槽の側壁の所定位置に固定されてもよい
。
【００９１】
　また、架台９００のうちの水平面に対する架台９００に向きを制限する部分、すなわち
、架台９００の意図しない傾きを抑制する部分としては、図１１（Ｄ）の接触位置Ｐ１に
対応する端部９９４ｅと、接触位置Ｐ２に対応する奥枠部９９２と、に代えて、他の任意
の部分を採用可能である。例えば、架台９００の縁が、水処理槽の側壁の所定位置に固定
されてもよい。この場合、架台９００の縁のうち側壁に固定された部分は、架台９００の
意図しない傾きを抑制できる。
【００９２】
（２）架台に接続される壁部の構成としては、上記の壁部７００の構成に代えて、他の種
々の構成を採用可能である。例えば、架台９００に係合爪が設けられ、壁部７００に、架
台９００の係合爪に係合する係合部が設けられていてもよい。また、係合爪と係合爪に係
合する係合部とが、省略されてもよい。また、鍔７１０の一部が省略されてもよい。すな
わち、図７（Ｂ）のように上方から下方を向いて見る場合に、凹部９９０の縁（特に、凹
んだ部分を形成する縁）のうちの鍔７１０に重なる部分が、凹部９９０の縁の一部のみで
あってもよい。また、凹部９９０の縁に縁の全長に亘って重なる鍔が、上抑え部７２０を
形成する部分であってもよい。また、そのような鍔が省略されてもよい。また、上抑え部
７２０と下抑え部（図９の例では、鍔７１０）との少なくとも一方が省略されてもよい。
【００９３】
　また、壁部７００の壁形成部は、水処理槽（例えば、処理水槽８４０）の側壁の一部で
はなく側壁の全部を形成してもよい。また、壁形成部は、架台の凹部と同じ高さの位置か
ら下方側に向かって延びる部分を含んでもよい。また、壁部７００は、一体に成形された
部材ではなく、複数の部材が接続されることによって、形成されてもよい。また、壁部７
００は、水処理槽ではなく、水が単に移動するだけの流路（例えば、バッフル）の側壁の
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少なくとも一部を形成してもよい。
【００９４】
（３）架台を収容する水処理槽としては、接触濾床槽８３０に代えて、他の任意の水処理
槽を採用可能である。例えば、嫌気濾材を有する嫌気濾床槽を採用してもよい。そして、
嫌気濾床槽内の嫌気濾材の下に配置される架台が、嫌気濾材を支持してもよい。また、架
台に接続される壁部は、嫌気濾床槽へ流入する水が流れる流路（バッフルとも呼ばれる）
の側壁の少なくとも一部を形成してもよい。また、壁部は、嫌気濾床槽から流出する水が
流れるバッフルの側壁の少なくとも一部を形成してもよい。一般的に、架台に接続される
壁部は、単に水を移動させるだけの流路と、水を処理する水処理槽と、のいずれかの側壁
の少なくとも一部を形成することが好ましい。なお、側壁は、流路または水処理槽の水平
方向の範囲（すなわち、水平方向の縁）を定める壁である。
【００９５】
（４）架台によって支持される対象部材は、散気装置と濾材とのいずれか一方のみであっ
てもよい。濾材は、嫌気性微生物を保持するための部材（嫌気濾材とも呼ばれる）であっ
てもよく、好気性微生物を保持するための部材（好気濾材とも呼ばれる）であってもよい
。濾材の構成としては、網状の部分を含む構成や、板状の部分を含む構成（「接触材」と
も呼ばれる）など、種々の構成を採用可能である。また、架台に支持される散気装置の構
成としては、複数の孔を有するパイプに代えて、多数の気泡を吐出可能な任意の構成を採
用可能である。例えば、多孔質の材料を用いて散気装置が構成されていてもよい（「ディ
フューザ」とも呼ばれる）。いずれの場合も、架台は、水平方向の位置が互いに異なる複
数の位置で対象部材を支持することが好ましい。この構成によれば、架台は、対象部材を
、適切に支持できる。
【００９６】
（５）図９、図１０の実施例では、仕切板８０３に壁部７００が固定され、その後に、壁
部７００に架台９００が接続されている。これに代えて、壁部７００に架台９００が接続
された後に、壁部７００が仕切板８０３に固定されてもよい。一般的には、排水処理装置
８００を組み立てる手順としては、任意の手順を採用可能である。
【００９７】
（６）排水処理装置の構成としては、上記の排水処理装置８００の構成に代えて、他の種
々の構成を採用可能である。例えば、夾雑物除去槽８１０に嫌気濾材が充填されてもよい
。また、接触濾床槽８３０に代えて、微生物を保持する担体が流動する担体流動槽を採用
してもよい。
【００９８】
　また、処理フローとしては、図１に示すフローに限らず、他の任意のフローを採用可能
である。例えば、水位センサと、水位センサによって特定される水位に応じて制御される
移送ポンプと、を有する流量調整槽が設けられても良い。また、流量を調整する機能（例
えば、ピークカット機能や流量調整槽）が省略されてもよい。また、排水処理装置に設け
られる水処理槽の総数としては、１以上の任意の数を採用可能である。また、家庭からの
排水に限らず、産業排水を処理する排水処理装置を採用してもよい。
【００９９】
　以上、実施例、変形例に基づき本発明について説明してきたが、上記した発明の実施の
形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。
本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると共
に、本発明にはその等価物が含まれる。
【符号の説明】
【０１００】
９７...重畳部分、６２２、６２２ｐ、６２２ｍ...送気パイプ、７００...壁部、７１０.
..鍔、７１２...第１鍔部（先鍔部）、７１３...第２鍔部（横鍔部）、７１４...第３鍔
部（横鍔部）、７３０...係合爪、７３０ａ...突部、７３０ａｓ...表面（傾斜面）、８
００...排水処理装置、８０１...槽本体、８０２...流入口、８０３...側壁（仕切板）、
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８０４...放流口、８１０...夾雑物除去槽、８１２...流入バッフル、８１４...移流開口
、８２０...嫌気濾床槽、８２２...濾材、８２４...移流開口、８３０...接触濾床槽、８
３０ｓ...底面、８３０ａｓ...第１部分底面、８３０ｂｓ...第２部分底面、８３２、８
３２ｐ、８３２ｍ...接触材、８３３、８３３ｐ、８３３ｍ...好気濾材、８３４、８３４
ｐ、８３４ｍ...散気装置、８３５...保持部材、８３６...移流開口、８４０...処理水槽
、８４２...第２側壁部（壁形成部）、８４２ｄ...傾斜部、８４３...第３側壁部（壁形
成部）、８４３ｄ...傾斜部、８４３ｅ...接続部分、８４４...第４側壁部（壁形成部）
、８４４ｄ...傾斜部、８４４ｅ...接続部分、８４９...ホッパー部分、８４９Ｌ...下部
分、８５０...消毒槽、８５４...薬剤筒、８６０...循環エアリフトポンプ、８６１...第
１移流管、８６２...吸入口、８６３...第２移流管、８６４...流出口、８７０...放流エ
アリフトポンプ、８７２...吸入口、８７４...流出口、９００...架台、９１０...部材支
持部、９１２...枠、９１４...格子、９１６...環状部、９２０...係止部、９５０、９５
０ａ、９５０ｂ、９５０ｘ...脚部、９５０ｓ、９５４ａｓ、９５４ｂｓ...下面、９５２
...柱部、９５４、９５４ａ、９５４ｂ...下部、９８０...係合部、９９０...凹部、９９
２...第１枠部（奥枠部）、９９３...第２枠部（横枠部）、９９４...第３枠部（横枠部
）、Ｐ１...接触位置、Ｐ２...接触位置、ＢＢ...気泡、ＷＬ...水面（水位）、ＬＷＬ..
.低水位、ＨＷＬ...高水位

【図１】

【図２】

【図３】
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